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仕様書に対する質問・回答書 

 

公告番号   美作局地第２００６号 

業 務 名 インフルエンサーを活用した関西圏への情報発信事業 
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仕様書４PRの概要 

（３）投稿回数 

インフルエンサー１名当たり最大２投稿までとする とあります

が、ストーリーズへの投稿は１投稿とカウントされますでしょうか。 
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ストーリーズは投稿から 24時間で自動的に削除されるため、仕様書

６（２）報告書作成の「令和７年９月末までの効果検証」ができない

ことから、投稿回数には含めません。 

ただし、事業効果の面から、別途提案内容に盛り込んでいただくこ

とは可能です。 

 


